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は じ め に

現在,産 業界では,ま すます知的財産への関心が高まっている.企 業のグローバル展開にお

いて,特 許戦略は経営戦略の中で重要な位置付 けにあることはいうまでもない.特 に中国企業

との知的財産面での関係 は,多 くの外国企業の課題になっている.こ れまでの知的財産研究の

多 くは,欧 米や 日本企業 を対象 とし,中 国企業がほとんど注 目されていなかった.

本稿では,知 的財産権を重視 し始めた中国の企業に注 目し,例 え同じ業種 の企業であっても,

特許戦略に関しては,中 国企業 と日本企業 とは異なる戦略を選択するものと仮説を立て,研 究

を進める.そ して,両 国の同業種系企業の比較をすることにより,中 国と日本企業における特

許戦略の共通点と相違点を明 らかにする.

本稿 は次の順に展開する.ま ず第1節 では,中 国における中国企業 と日本企業は出願状況の

差異か ら,中 国企業 と日本企業の特許戦略に差異が存在すると仮説を立てる.第2節 では,特

許戦略は産業ごとに類型化されているため,研 究対象の選定を行 う.第3節 では,中 国企業海

爾 グループの事例,日 本企業キャノンの事例 をそれぞれ紹介 し,第4節 において,そ の共通点

と相違点の整理を行 う.最 後,両 国の同業種系の企業における特許戦略の比較か ら得た結論に

ついて明示 したい.

1.問 題 提 起

知的財産権の中に,発 明,実 用新案お よび意匠の保護対象が異なるため,そ れぞれ与える保

護期限が異なる.そ の中に,発 明の保護期限が最 も長 く20年 間1)で あり,そ して技術水準 も最

も高いと思われる2).し たがって,出 願総数の中に,発 明,実 用新案および意匠それぞれの比率

から,出 願及び登録の技術水準を測定で きる.

また,和 田[31]の 研究によ り組織に属する者はそうでない者 に比べ特許生産性が高いとい

うことを確認できた.す なわち,職 務による発明の生産性が高 く,非 職務による発明の生産性



が低いと思われる.

表1か ら表4は,2004年 と2003年,中 国における特許出願(登 録)の 状況を示 している.

まず全体からみると,中 国における外国特許の出願(登 録)の 割合が高い.ま た,い ずれの

表 にしても,中 国国内による出願及び登録の内容は,実 用新案及び意匠の占有率が高 く示 して

いることに対 し,外 国による出願は,発 明の占有率が高い.さ らに,中 国国内の出願の中に,

非職務発明の占有率が高いことに対 し,外 国による出願の中に,職 務発明の占有率が高いこと

を示 している.

したがって,上 記各表により,中 国おける特許出願(登 録)が 国内外の大きな差異があるた

め,中 国企業の技術蓄積が外国と大きな格差が存在 していることがわかる.ま た,発 明と実用

表1中 国国内外特許登録状況(2004年1月1日 一2004年12月31日)



新案,意 匠の出願比率が異なるため,特 許の出願(登 録)か ら得 られる利益 も異なると考えら

れる.そ のため,本 稿では中国企業と外国企業においてもそれぞれ異なる特許戦略を選ぶと仮

説 を立てる.

また,表5に 示すように,2002年 における外国による出願は日本が最 も多 く,全 体の42%を

占め,第2位 のアメリカよりはるかに上回る.表6の 外国企業の特許出願状況か ら見ても,上

位10社 の中に,日 本企業は7社 も入っている.そ のため,外 国企業の中に,日 本による出願が

全体 を表現できる最 も適切 なデータであると考えられる.し たがって,以 下の研究の対象の選

定 を日本企業と中国企業の問で行 う.



2.研 究対象の選定

2.1特 許戦略 の類型化

長谷川 ・永田等[20]で は,日 本企業の特許戦略を中心にして,類 型化を試みた.戦 略ポジ

シ ョンを分類するのに,製 品 と技術の2つ の軸が設定 された.

まず,産 業を分類する軸として製品ライフサイクルの概念を用いた.製 品ライフサイクルの

長短は研究開発か ら得 られる利益,迂 回発明から得 られる利益の規模やインセンティブなどに

影響 を与えると考えられる.次 に,技 術に関する軸 として,1製 品に使われる要素技術の自給

自足度という概念が使用 される.な ぜならば,1製 品に使われる要素技術数の多寡は産業ごと

に異なり,ク ロスライセンスに対する企業の方針を決定すると考 えられるからである.

長谷川 ・永田等[20]は,上 記の製品ライフサイクルと要素技術 自給 自足度の程度から,特

許戦略を図1の ように4つ のセルに分類されていた.

2.2戦 略ポジシ ョンの特徴

各セルの特徴 は2つ の軸の性質によって決定され,セ ルの特徴から導 き出される特許戦略は

以下の通 りに分類されている.

セル1の 特徴:

要素技術の多 くを自給 自足 して製品開発が可能であ り,取 得済みの特許からは多額の利益を



図1特 許ポ ジ シ ョン と産業 の 関係

得 られる.し か し,迂 回発明をする企業の利益 も同時に増大する.特 許戦略は特許の重点的な

保護と他社排除を念頭にお く事が基本方針になると考えられる.

セル2の 特徴:

要素技術 自給自足度の程度の低 さは,製 品開発に必要な重要特許が複数企業間に分散 してお

り,事 業の自由度を確保するためにクロスライセ ンスが前提 となる事を意味している.ま た,

製品ライフサイクルが長いため,自 社特許から得 られる利益 も大 きいが,他 社 に特許を取得さ

れてしまった場合の影響 も大 きいと考えられる.他 社の影響に対応するための方策 として,迂

回発明 ・ライセンシングを活用すると考えられる.こ のセルでは特 にほかのセルに比べ,ク ロ

スライセンスが重要視 される傾向があると思われる.

セル3の 特徴:

要素技術 自給自足度の程度が高いため事業の自由度が比較的に高 く,他 社 を排除しやすい.

しかし,製 品ライフサイクルが短いため,短 期間で大量に販売 して利益をあげるための販売 ・

流通網などの補完的な資産がより重要になるであろう.特 許戦略の基本方針 としては,セ ル1

と同様に自社特許の保護 と他社排除に注力することが考えられる.ま た,自 社の特許網によっ

て,他 社からのライセンス料を確保することが,補 完的な戦略 と考えられる.

セル4の 特徴:

要素技術 自給自足度の程度が低 く,クロスライセンスが前提 となってお り,技術がスピルオー

バーしやすい.こ れにより,追 随品が発売 されやす く,製 品差別化が難 しいと考えられる.ま

た製品ライフサイクルの短さは,迂 回発明に対するインセ ンティブが相対的に低 くなることを

意味し,ク ロスライセンスが前提 となっている特性 とあいまって,技 術が同質化 しやすいこと

を示唆するという.特 許戦略は,自 らの戦略によって競争優位を形成することが必要であると

いう.特 許戦略を構築する際の方向性,有 する経営資源や経営戦略との関連性で決定されるこ

とが多い.具 体的には,ラ イセンシングの交渉力に重点をお き,ラ イフサイクルのステージに

注 目した段階的な特許戦略の変更や,特 許以外の要素によって差別化を行い,特 許戦略は事業

の自由度を確保することを優先的な目標 とする等の基本的な戦略が考えられる.

以上のように,製 薬産業はセル1,自 動車産業はセル2,化 学産業はセル3,電 気機器産業



はセル4に あたると考えられる.

2.3研 究対象 の選定

中国企業一社 と日本企業一社を研究対象 として選定する.選 定の基準 として,基 本的には,

前節に説明した特許戦略の類型化 された同じセルに位置する企業であ り,ま たその両社 とも特

許戦略重視の経営方針があることを条件 とする.

このように,選 択 したのは日本のキャノン(株)と 中国の海爾 グループとする.理 由は以下

のようである.

まず,両 者 とも電気機器産業であるため,セ ル4に 位置すると思われる.つ まり,製 品のラ

イフサイクルが短 く,且 つ要素技術の自給 自足度が低い場合である.し たがって,ク ロスライ

センスが前提 となってお り,特 許戦略は事業の自由度を確保することを優先的な目標 としてい

る.こ のセルにおける特許戦略は市場特性や製品特性 よりも,む しろ個別企業の経営資源や経

営戦略に影響 されて決定され,ほ かのセルと比べ,基 本的な特許戦略にバ リエーションが存在

す るというのが特徴である.

また,特 許戦略への重視という点については,両 社 ともそれを優先課題 としていると思われ

る.表7に 示すように海爾は中国の家電メーカーの中で,特 許取得件数が最 も多い企業と言わ

れている.90年 代の後半,社 内で知的財産保護の特別チームを設立 し,法 律専門家の指導や国

の関係省庁からの協力 も得て,独 自的に商標登録 と特許取得システムを作 り出した.海 爾は,

全社が一体 となった知的財産重視の経営が展開されている.

キャノンの場合は,1972年 か ら特許課 を特許部に変更 し,ス タッフ50人 まで増員 した.そ

の後,さ らに特許法務センターに進展 し,ス タッフ100人 あまり,技 術分野ごとに担当を設置

した.1987年,特 許法務本部が設立 され,ス タッフ150人.現 在に至 り,知 的財産法務本部 と

して,2000年 の時点ではスタッフ400人 まで発展 した.キ ャノンの歴史は知的財産権を離 した

ら論 じることがで きないといわれている.

表8〈 最近5年 の 「米国特許取得企業」トップ10>で は,キ ャノンはほぼ トップ位置に占め,

表7中 国における中国企業特許出願数ランキング(単 位:件)



特 に最近では3位 か ら2位 に上が り,米 国での出願数も多い といわれる.キ ャノンの経営は単

に知的財産権利重視の経営ではな く,知 的財産権利経営ともいえる.

以上のように,両 社 ともセル4に 位置 し,ま た,特 許戦略を重視する風土があるため,本 稿

の研究対象は,中 国の海爾と日本のキャノンに選定 した.

3.海 爾 とキ ャノンの特許戦 略

研究対象を選択 した以上,両 社の特許戦略を解明するのに,ま ず佐々木 ・永田[10]の 特許

戦略の構造階層を説明する.企 業の特許戦略の基本的な目的 としては,企 業のイノベーション

による専有可能性を高めることである.つ まり,イ ノベーションによる成果を保護するため,

要素技術が模倣され,ま た迂回発明されることを特許権利の取得 により防止することである.

3.1特 許戦略 の構造階層

佐 々木 ・永田[10]の 研究では,図2に 示すように,特 許戦略は特許出願戦略 権利行使戦

略 と特許組織戦略に分けられている.

3.1.1特 許出願の戦略

特許出願パ ター ンに変化がある.た とえば,戦 後の日本は欧米企業にキャッチアップするた



めに,大 量な改良特許や周辺特許を出願 した.そ れによって,企 業に膨大 な負担 もかけていた.

数回の特許法改正3)に より,戦 略的に絞 り込んだ特許出願に変化 して きた.

特 に,特 許による保護の効果は技術の性質や特許制度4)に 依存 している.

医薬品の場合,技 術独立性が高いため,言 い換えると,離 散的な性質を持つため,物 質特許

を押 さえることにより,他 の類似品を排除できる.し たがって,特 許による保護の効果が高い.

一方,電 機 精密機械の場合,単 独 した技術が比較的に少ない.何 らかの形でほかの技術や,

先行技術 と絡んである.し たがって,一 つの製品に多 くのクロスライセンスが不可欠である.

企業は契約交渉を有利に進めるために大量出願 して持ち玉を増やすことは一般的である.

3.1.2権 利行使の戦略

権利行使のパターンの一つは技術独占であ り,も う一つは技術供与である.

特許戦略は技術の種類や特許制度に依存するため,医 薬品のような独立性が高い技術では,

物質特許を押 さえることにより,「技術独 占」の権利行使が使用されている.

また,電 気,精 密機械 は一つの製品に多 くの特許が絡んでいるため,ク ロスライセンスが不

可欠であり,「技術供与」が使用される.

3.1.3特 許組織の戦略

特許組織構造は三種類がある.一 つは中央主権型(ス タッフ),中 央集権 と分散の混在型,と

分散処理型(現 場)5)の 三種類である.

また,組 織の機能からみると,主 に,特 許出願業務 を中心 とす る手続 き管理部門と,よ り戦

略的な活動 を展開するため,た とえばR&D段 階か ら参加するような戦略部門に分けられてい

る.

以上のように,特 許戦略は,技 術の性質や特許制度の影響を受けて,特 許出願 ・権利行使 ・

特許組織のさまざまなパ ター ンを取 りなが ら進化する.

3.2海 爾 の事例

2005年5月,筆 者は海爾の知的財産担当部長王氏にインタビューした.以 下はその内容によ



り整理 したものである.

1987年,中 国とアメリカの問に知的財産権 を巡る交渉が始まった頃から,グ ローバル企業 と

して市場独占を実現するのに,ブ ラン ドの輸出と技術独 占必須条件であると海爾の経営者が認

識 し,1992年 に,国 内で初めて企業内の知的財産室を設けた.

当時か ら,中 国企業は後発優位 を発揮するため,外 国企業による市場 と技術独占を突破 し,

自主的な知的財産権を所有 しなければ,永 遠 にグローバル企業の現地加工工場のままであると

認識しはじめたと王氏が語った.

しか し,海 爾の知的財産部はまず自社開発者が法律 を遵守 し,そ して自社権利が一旦侵害さ

れる場合,法 的に追及するように防衛策 として初期の目標を設定 した.現 在はそれだけではな

く,従 来の特許を積極的に利用することに発展 してきた.

3.2.1特 許データベースの構築

最先端の技術への監視,ま た参考になるため,製 品別,技 術別 に,特 許のデータベースを構

築 した.そ れにより,技 術導入,製 品開発,お よび海外進出などの経営活動の方針が決め られ

る.ま た,自 社の製品特徴 に合わせた特許データベースも構築 されている.海 爾の特許文献検

索 システムは複数の検索法があり,全 文検索 も可能である.特 許文献の図面も収録 しているた

め,特 許文献の管理者も技術開発者 も,簡単にアクセスできるようにしている.特 許データベー

スの構築は海爾グループの製品開発 と特許保護の基礎であるという.

3.2.2職 務発明への奨励

入社するときか ら,知 的財産は最も重要な教育内容の一つ とされている.入 社後,定 期的に

知財研修会などにより,知 財意識 を強化 し,社 内では知的財産を尊重する風土になっている.

その上では,技 術開発者の開発意欲を向上 させ,開 発や発明を促進するため,特 許出願への奨

励が制度化 された.特 許を出願 し,権 利を取得する際に,発 明者,設 計者は報酬が与えられ,

さらに,市 場投入の効果及び利益により,再 度評価され,奨 励が与えられる.

3.2.3特 許技術の開発

海爾の社訓には,「よい会社は需要を満足 し,偉 大な会社は需要を創出する」がある.こ れは

技術開発が市場 と顧客ニーズに従い,ま た特許戦略を企業のイノベーションの展開を確保する

という意味である.こ の開発理念により,絶 えずに消費者の潜在的な需要を発掘 し,創 出した.

[開発事例1小 小神童シリーズの開発]

中国の家電業界において,「扇風機が回 り,洗 濯機が閉める」とよく言われる.そ れは,夏 に

なると,手 洗いの衣類が多 くなり,洗 濯機 を使用 しな くなるという意味をする.洗 濯機の販売



もクーラーと同 じように,季 節に大きく左右 され,夏 季の売上が落ちるのも普通のパ ター ンで

あった.

この現状,つ まり洗濯機の季節性 を打破するために市場調査が行われた.ま ず市場に販売さ

れている洗濯機はすべて5キ ロの以上の大型洗濯機であることがわかった.し か し,一 般家庭

において,夏 期での着替 えは頻繁に行われ,そ の量は僅かである.そ のため,毎 日洗濯機を使

用 とすることにより,大 量な水 とエネルギーが必要になる.特 に,大 都市の消費者は毎 日何回

も着替える習慣があり,汚 れていな くても着替えをする場合 も多い.

市場での,こ の生活スタイルを把握 したうえで消費者のニーズを検討 し,こ れに応えるため

に,海 爾は水量の調整ができる1.5キ ロの 「小小神童」洗濯機を開発 した.当 該洗濯機はシャ

ツ一枚で も,靴 下一足でも,効 率良 く洗 うことを可能とした.ま た,新 たらしく開発 したこの

市場 を守るため,当 該新製品を市場 に流通 させる前に,製 品機能から外形 まで,す べての新 し

い技術 を特許出願 した.ま た,3ヶ 月に一回の間隔で同シリーズの次世代製品をどんどん発売

し,そ れに伴 う特許出願 もしたため,模 倣メーカーが真似 しようとしても追いつかず,模 倣コ

ス トが上が り体力が消耗 しす ぎるため,模 造 を断念せ ざるを得なかった.

このようにして今 日まで,第9世 代の 「小小神童即時洗」が開発 されている.的 確な特許保

護があることにより,特 許侵害や技術模倣などの問題がほ とんどな く,こ のシリーズの市場拡

大化 を進めることができた.現 在,海 爾の小型洗濯機の中国国内シェアは98%に 達 している.

[開発事例2双 動力洗濯機]

次に,海 爾の双動力洗濯機の開発 を巡る特許戦略を検討しよう.2001年,市 場調査を進める

なかで,消 費者は全 自動洗濯機に関 して,新 たなニーズを示 した.そ れは,洗 濯力 と洗浄力の

向上が課題 となった.

まず,同 類技術について,検 索 を行い,も っとも近い技術分野 と実現方法を排他法により求

めた.そ の結果,双 動力式にすることにより,水 流力 を向上することができると同時に,衣 類

の巻付 き問題 も解決できることがわかった.つ まり,これまで回転水流 による衣類の巻付 きが,

消費者の苦情課題 としてあげられていた.

当該技術問題を解決すると同時に,知 財担当者 と開発者の共同研究により,特 許出願の際

最大限に特許権が申請できる技術範囲を検討 し,か つ中国内外の出願戦略を決定 したうえで,

複数の出願を行った.現 在,海 爾は,当 該洗濯機に関して発明特許3件,実 用新案特許6件,

意匠設計2件 計ll件 の権利 を取得 している.

フランスで開かれた第95回 レビン国際発明展覧会では,海 爾の 「双動力洗濯機」が取得 した

特許技術は,新 規性,進 歩性,産 業利用性の面で優れているものとして,「 国際発明金メダル」

を受賞 した.ま た,同 展覧会において,海 爾の 「ネットエアコン」,「マイナスイオンエアコン

装置」,「視力保護テレビ装置」の3項 の特許は,「国際発明銀メダル」を受賞した.こ れらの受



賞は,中 国の家電産業にとっても,画 期的な出来事であった といえよう.

また,企 業一技術一製品の革新的な活動は,常 に消費者ニーズを実現する製品の開発 につな

がって行かねばならない.つ まり,将 来にわたって変遷する消費者のニーズと一致 して行かね

ばならない.そ して海爾の製品開発 は,次 々と消費者のニーズを捉 えて行った.

例 えば 「双動力洗濯機」に関しても,技 術的革新だけに留まらず,消 費者のさらなるニーズ

に応 える形で,「絨毯 も洗える洗濯機」,「洗剤 を使用 しない洗濯機」など,十 数機種 を 「双動力」

のシリーズとして開発 した.当 該 シリーズ製品のコンセプ ト,環 境保全から人間の健康 までの

考え方が,す べての製品開発の基本となっている.ま た,知 的財産の担当者は製品開発のすべ

てのプロセスに参加 し,最 終的な技術的手段の確定や特許出願戦略の実行にあたって,主 導的

な役割を担っている.

[開発事例3カ ラーテレビ事業への参入]

1997年,海 爾は,カ ラーテレビ事業に参入する際,独 特な技術革新を進めていた.そ れは,

中国内外の特許技術の検討とそれらの応用による新製品の開発である.他 社の技術展開の流れ

に沿っていくと,技 術はもちろんのこと当該製品市場の優位性を持つことができないと認識 し

ているか らであった.

まず,国 内特許技術 を追跡 したところ,海 爾のディスプレイ製品における特許権保護が欠け

ていたことがわかった.ま た消費者への意識調査により,カ ラーテレビの電源をオン ・オフす

るときの放射線は消費者の視力への損傷だけではなく,デ ィスプレイの使用寿命を短縮 させる

最大な要因となることがわかった.そ のため,海 爾は技術開発の重点をカラーテレビ ・ディス

プレイの開発においた.そ こで開発部門は複数の案を提示 した結果,最 終的に 「幕引きスイッ

チ」が決められた.

この技術は,舞 台の幕のような機能を設け,デ ィスプレイは,電 源をオン ・オフするとき,

特殊 な設計により自動的に幕を開いた り閉じた りするので,消 費者の視力への損傷をゼロにす

ることができる.海 爾は,製 品の開発 と同時に,発 明特許2件 を出願 し,申 請範囲を最大にす

るための検討 を進めることにより,国 内での優位性を確保 した.

このようにして,海 爾 は知的財産権保護への注力により,僅 か数年の問に自主的に技術の優

位性 を構築 し,独 自な製品開発に成功 して行 った.

[開発事例4マ イク冷凍庫]

2001年2月11日,「 世界海爾管理職年度会議」は本部の青島で開かれた.海 爾アメリカ貿易

社のマイク氏により,ア メリカで販売されている冷凍庫 は庫内が深す ぎるため,物 を取 るとき

非常に不便であるとの欠点が指摘 された.会 議終了後,冷 凍庫事業部の開発者 はわずか17時

間で,サ ンプルを完成 した.開 発者は開発設計すると共に,知 財の担当者 と協力 しあい,主 題



を侵害検索,三 性検索6)を 行い,も っとも迅速的に検索 を行った.そ の結果は技術開発者の開

発基礎 とな り,ま た開発者の技術方案に対 し,特 許保護案の設計 と検討を行い,サ ンプルを完

成すると同時に特許出願の手続 きも完了 した.

国際的な知的財産保護 を行 うため,関 連の技術をPCT出 願 し,ア メリカ,日 本,ド イツ,フ

ランスなどの国を指定,グ ローバル展開のための道を開いた.

以上の四つ開発事例により,海 爾の特許技術開発の特徴 をまとめてみると,次 のようになる.

1.徹 底的に市場調査を行い,消 費者の現在のニーズを知 り,将 来のニーズを予測 または

創出すること.

2.製 品および技術開発は他社の特許技術 を参考にすること.

3.技 術開発 と特許出願を同時に進め,技 術開発者と知財担当者及び特許代理人は開発の

全過程に参加 し,相 互に情報の共通 を保つこと.

4.周 辺特許を隅々まで出願することにより,中 心技術 をカバーし,保 護を強化すること.

5.迅 速に次世代製品の開発 を進めることにより,製 品のライフサイクルを短縮 し,模 倣

を防止すること.

こうして 「公開公知技術の利用」プラス 「有効特許技術の改造」を通 して,点 か ら面に拡大

す ることにより,グ ループ全体の製品開発手法の構築 とその保護 を確立 している.つ まり,海

爾は市場において比較的成熟 した製品の技術 について,特 許検索 により,新 たな技術開発の入

り口を探 し出す.新 製品開発の実現につなげ,市 場競争力を向上 させる.

知的財産保護への投資により,僅 か数年の間,海 爾は自主的に技術優位を構築 し,独 自な製

品開発に成功 した ともいえる.

3.2.4模 倣品からの被害を防止

中国市場では,模 倣品による侵害が深刻化 している.違 法行為からこれまで費や した努力を

いかに保護するのかについて,海 爾は商標及び関連特許の保護に全力をあげてきた.

開発の面では,絶 えず次世代の製品を発売することにより,他 社か らある程度 模倣 を防止

す ることができた.し かし,一 社単独によるブランド保護戦略は,コ ス トが高 くつ き,企 業体

力の消耗 も限界に近づいていた.

1990年 代の後半から,海 爾は社内で知的財産権保護の特別チームを作 り,法 律専門家の指導

や国の関係省庁か ら協力 を得て,独 自の特許取得 と商標登録システムを作 り出した.

一つは海爾が中国家電業界で初めて導入 した 「防衛性登録」(予防登録)措 置である.こ れは,

商標登録に際して,ブ ラン ドの発音,意 味,字 形拡大 ・変化などによる類似商標が出現する可

能性 を予測 した上で,多 くの類似商標を大量 に登録 し,で きるだけ保護範囲を広げることであ

る.



また,自 社ブランドへの侵害を監視するモニターシステムを導入し活用 している.こ れは,

一般消費者を動員 し
,ブ ラン ドに対する侵害行為をチェック ・監視 し,違 法行為を発見する時

にメーカーに緊急通報するシステムである.テ レビコマーシャルや新聞 ・街頭広告などあ らゆ

る媒体を通 じてブランド商標の周知に努め,モ ニターシステムを利用 して市場チェックと動向

監視 を行い,さ らに商標権侵害への通報者に対する報奨制度を生かし,そ の有効性を高めてい

る.同 時に,海 爾社内では 「商標特許権侵害監視台帳」を設けて,違 反者の名前や違反行為の

具体的な内容などを台帳に載せ,重 点的にチェック ・監視をするとともに,検 察機関への提訴

や消費者保護センターなどへの通報を通 して,厳 しく対応する姿勢をとっている.

3.2.5グ ローバルな展開

「先難後易」

海爾のグローバル的な経営戦略は 「先難後易」(難 しいことを先に,易 しいことを後 に)で あ

るという.す なわち,先 進国への進出は先に,先 進国でブランド構築 ができてか ら,発 展途上

国へ進出するとい う順で活動を展開するという考え方である.

海爾は欧米への進出に成功 して,中 国初のグローバル企業 となった.海 爾のアメリカ開発セ

ンターは,そ のアメリカ向きの製品技術を確立 して行った.そ こでは,ア メリカの文化 と習慣

に適応させるとともに,技 術面においても,同 国内および国際上の知的財産権の要求 も満たす

製品開発が進め られた.

このように,グ ローバル的な経営戦略と知的財産戦略を共進させることにより,「経営戦略 と

知的財産戦略の融合」 を実現 したという.

「現地化の方針」

現地で技術開発を行 うために,現地での特許技術の保護が必要である.海 外での技術開発は,

主 に,現 地の技術及び現地の人材 を利用するが,そ の基礎は海爾 自身の実力 による.先 進国に

おいて,多 国籍企業は一技術の特許出願により,あ らゆる実施例 を包括 し,ま た市場競争力の

向上をはかるため,企 業 と企業の間で技術提携 を結ぶことは一般的な手法である.提 携企業同

士はお互いに実施権を与 えることにより,特 許権の実施を許可 し,一 方,外 部に対 しては,特

許権利を行使 し,特 許侵害の摘発や,賠 償金の請求など市場への新規参入を排除する.

このような技術を中心 とした競争の中に,他 社の特許範囲を迂回することによる戦略は受動

的であ り,且 つ成功率 も低 い.技 術競争に優位に立つためには,特 許権を所有しなければなら

ない.そ のことは海爾の経営者は市場参入の当初か ら認識 していた.技 術の開発成果を特許出

願 しないと,現 地の法律で保護 されないため,市 場への参入が成功で きていない間に,訴 訟な

どにより市場か ら排除されることになる.



3.2.6特 許戦略の特徴

以上のように,海 爾の特許戦略の特徴は,次 の五点にあると思われる.

3.2.6.1周 辺特許へ出願から事業開始

比較的に成熟 した市場へ参入するとき,特 許検索により突破点を探 しだし,ま ず周辺特許の

出願か ら入場券を取得する.点 から面への拡大により,事 業の自由度を広がって行 く進め方で

ある.

3.2.6.2開 発に伴う現場主義

知財担当者は技術開発者とともに,先 行技術 に対する把握,他 社技術への侵害回避,さ らに

自社の特許技術の発掘など開発活動の初期段階か ら参加する.

3.2.6.3「 三位一体」一 経営戦略 と特許戦略の融合

海爾は市場調査により消費者ニーズを正確 に把握 し,調 査結果により研究開発 を行い,ま た,

技術開発 の成果に関 して,直 ちに世界範囲で法律保 護の対策を求める.製 品開発 において

100%の 特許出願率 を保っている.こ れらの特許出願の累積 により,新 製品の技術革新が一層

加速し,ま た開発された技術は,自 ら法律で保護される環境を作 り出 している.こ うして 「三

位一体」な技術革新モデルを形成 させることにより,技 術革新の市場適応性,特 許出願の即時

性および保護範囲のグローバル性 を確保 した.

3.2.6.4巨 人の肩に立つ戦略一 従来技術への積極的な利用

海爾は実践 を通 して,国 内外の特許文献資源を利用 し,自 社の製品開発を強化する経験 を積

んだ.そ れにより,先 進的な技術 を参考 しながら,特 許侵害を回避し,後 発優位を十分 に発揮

した技術革新の道を開いた.こ の状況を 「巨人の肩に立てば,巨 人より高 くなる」 という.

3.2.6.5有 効な模倣の防止

海爾の経営環境 に模倣業者が比較的に多い.長 期的に模倣業者への対策か ら経験積んだ.

「防衛性登録」や,「モニターシステム」など,独 自的な対策が有効的であるといえる.

3.3キ ャノ ンの事例

3.3.1キ ャノンの体験1ゼ ロックス対策 事業の成否は特許戦略にある

キャノンの特許戦略の原点は,カ メラ事業であった.カ メラ事業当時は,通 常の特許管理で

済んだ.し かし,1970年 代事務機事業に進出する際に,ゼ ロックスの厳 しい特許の攻防にさら



され,特 許戦略が死活問題と認識 した.キ ャノンの特許戦略の最初の成功は,コ ピー機で世界

を制覇 していたゼロックスのコピー機の特許を回避 して,独 自の技術 開発に成功 したことであ

る.ゼ ロックスは1960年,普 通紙でコピーで きる技術を開発して関連特許を600件 も取得 し,

完壁 な特許網で事業を固めた.ゼ ロックスは,自 社を他社にライセンスしない方針を打ち出 し

て市場を独占した.

世界中の企業がこの特許を回避する技術開発 に挑戦するが,い かにしても回避できなかった.

キャノンは,ま った く違 う発想の潜像形成法 という技術開発 に取 り組み,つ いに68年 に独 自の

コピー機を市場に投入 してゼロックスの独占を打破することになる.低 コス トでありなが ら高

画質を実現 したコピー機 は,た ちまち市場 を席巻することになる.

キャノ ンがゼロ ックスの特許 を避けるためには,ま ず相手の特許 を熟知 しなければならな

かった.こ のとき技術開発チームと協同で働 き,特 許担当をしていたキャノン専務の丸島儀一

氏は 「何をすればゼロックスの特許に抵触するかを知るために,600件 の特許をすべて原文で

熟読した.こ れでゼロックス特許のすべてを把握することができた」 と語る.

キャノンが開発 したコピー機の関連特許は,1,500件 に上った.こ の中にはゼロックスが必

要 としていた特許技術 もあった.1978年 になってゼロックスはキャノンとのクロスライセ ン

スに合意 し,技 術導入に踏み切った.こ のときの経験が,キ ャノンに特許の重要性を植え付け

た.

ゼロックス社 との特許攻防から体験 した特許戦略の重要性は以下の四つである

(1)特 許調査により先行技術の全貌を把握する.

(2)先 行特許の権利の壁を乗 り越える新技術開発の方向を見出す.

(3)そ の選択 と集中策により,研 究開発投資⇒技術開発成果 を自社特許網で抑える.

(4)技 術者は技術 レポー トを書 くより特許を書け

(参考:NHKプ ロジェク トX挑 戦者たち 「突破せ よ最強特許 新コピー機誕生」,2002年

11月5日 放映;NHK出 版 「プロジェク トX挑 戦者たち17壁 崩せ 不屈の闘志」)

3.3.2キ ャノンの体験21BM対 策 強みを活用 して弱みを補完する

1970年 代,世 界の情報処理機器(コ ンピュータ,プ リンター)業 界は,IBMの 特許網による,

強大な事業 となった.キ ャノンは,新 プリンターへの挑戦においては,特 許のクロスライセ ン

ス戦略の重要性 を認識 した.

IBM社 との交渉(1980年 代)か ら体得した包括 クロスライセ ンス戦略は次のようである.

(1)徹 底 した研究開発投資と得意分野での最強の特許網の形成

(2)そ れをテコに弱い特許分野の事業 を補完

(3)広 範な事業分野での包括 ・無償の特許クロスライセ ンスの交渉を通した契約の締結

(4)し かしなが ら,自 社の最 も得意 とする技術 ・特許は除外



キャノンの特許部長 として長年特許ビジネスを展開した丸島氏は,特 許ロイヤリティで稼 ぐ

ことが特許 ビジネスではない との哲学 と経営理念を持っている.自 社 の特許技術を売るのでは

な く,自 社の事業を有利 に展開するために,ラ イバル企業などが持 っている有効な特許をクロ

スライセンスで導入するのが真の狙いである.カ ネを稼 ぐのではな く,技 術 を稼 ぐという発想

が重要だと主張 している.キ ャノン社長の御手洗富士夫氏 も,日 本の企業のなかでは突出 して

特許マインドを持っている経営者 として知 られている.

3.3.3キ ャノンの特許戦略の特徴

3.3.3.1事 業に先行 した最強の特許網の形成

特許網形成の目的 として,事 業の独占性への追求 と創業者の利益追求である.こ こでいう出

願する特許は,単 に原理特許ではな く,タ イムリーに周辺特許,応 用特許,代 替技術特許,製

品適用特許を出願 し事業化 に備え,ほ かの追随を許さない方針である.

またキャノンでは,事 業化前にあらゆる角度か ら知財権の網を張るようにしている.

まず技術の研究段階では基本特許を出願 し,技 術の育成段階は応用特許を出願する.さ らに

技術 を事業化する段階では,製 品に適用な特許を出願するといったパターンで周辺特許を整え

る.

たとえば,キ ャノンの電子複写技術 について説明する.1960年 代,他 社への特許調査に基づ

き,原 理特許を出願 した.そ の後,技 術の成熟とともに,応 用特許や製品に適用する特許が出

願 された.1970年 代,成 熟期 に伴い,写 真の複写技術が事業化された当時,同 技術に関する特

許が2000件 あまり出願された.

次に,イ ンクジェッ トの記録技術について説明する.1970年 代に,他 社への特許調査により,

原理特許が出願された.そ れから,技 術の成熟とともに,応 用特許や製品に適用する特許が出

願 された.1885年 以降 正式に事業が開始する際に,発 展系特許が10000件 以上出願 されてい

た.

3.3.3.2高 比率の知財投資

日本企業の研究開発の効率からみると,つ まり,営 業利益 と研究開発費の比率か ら見ると,

キャノンはもっとも高いと示す数字がある7).

また,キ ャノンでの研究 ・開発投資は非常 に重要視 されているため,研 究開発費用は売上高

の平均13%も ある.さ らに,キ ャノンの研究開発費用 は右肩上が りの傾向が見 られ,特 許の出

願の公開件数も増える傾向にある.ま た,キ ャノンの特許権利による収入は年次推移からみて

も,増 大する傾向にある.

こうして競合他社に先んじた開発 と事業 を想定 した権利化によりほかの追随を許さないた



め,高 比率の研究開発投資と特許投資により先行技術開発 と特許網が形成 された.

3.3.3.3現 場主義の権利化戦略

キャノンは世界の研究 ・開発拠点に知財要員を配置 し,国 内においては200人 規模,海 外で

も数十人を恒久配置 している.こ れにより,知 財要員は直接技術開発の源流 に入る.

また,発 明者 ・開発室長 ・知財担当者を交えた発明の質の向上活動 といったPGA活 動 によ

り,提 案発明を思想化 し,上 位化 させ,そ して,社 内管理をしつつ専門家活用する.知 財担当

が関連提案を見なが ら,適 切な権利範囲を設定 し,特 許事務所に依頼するか直接に出願するか

を決める.

3.3.3.4経 営戦略と知財戦略の一体化の企業体制

キャノンの上層部からスタッフまで,知 的財産を重視した経営体制 となっている.経 営 トッ

プとして,知 財を経営資源として活用する責任 を自覚 し,事 業部長として,事 業のあらゆる場

面(技 術 ・事業提携,買 収,売 却等)に 知財 を活用する.知 的財産部長は事業優位の知財活用

の戦略を提示 し,事 業部問利害調整や(全 体最適化〉個別事業最適化),権 利活用戦略の提示(事

業提携等交渉,権 利行使,ラ イセンス,侵 害訴訟などの活用方策等)な どを行い,最 終的には,

各部門間の各活動の 日常連携を行 う.

責任の分担について,特 に他社権利侵害の回避について,ま ず,製 品事業部に責任があ り,

知財部門と連携 して実施する.ま た,知 財部門は適切 にア ドバイズする責任を負 う.実 施の際

製品企画 ・開発段階から数次のパテン トアクションで自社権利取得と同じウエー トにて回避策

を講 じる.最 後段階では,製 品開発上支障ある特許発見の場合の対策 として,製 品化前 に,設

計変更やライセンス契約 などにより必ず権利回避策を取 る.侵 害回避の活動は開発活動の一環

として評価 されている.

また,特 許の扱いに関するグローバルマネジメ ントルール(職 務発明の承継 権利化,帰 属,

ライセ ンスの本社一元化,訴 訟対応など)を 策定 し,全 世界のグローバル会社 に適用するよう

に世界一元管理を行っている.

3.3.3.4グ ローバルな知的財産戦略の遂行

キャノンは,欧 米亜において,消 費地 と生産地,そ れぞれ最適 な戦略をとる.欧 米市場にお

いては,市 場規模を重視 し,消 費地にて知財の権利を確保 し,行 使 している.ま た,ア ジア地

域 において,生 産 ・開発展 開を重視 していたが,ア ジアの諸国は世界の生産基地か ら大消費地

へ発展 しつつあ り,模 倣品の出回りが著 しくなった.そ のため,消 耗品関係の知財権利の確保,

アジア地域への知財戦略の強化がされている.た とえば,知 財要員駐在させ,毎 年,模 倣品の

取 り締まりは年100件 以上あるといわれている.生 産国での取 り締 まりは知財の権利が必要で



あるため,生 産国での特許出願は不可欠である.

キャノンの特許保有権数は,国 内が2万7000件 あるのに対 し,外 国で保有する特許は4万

3000件 に上っている.ア メリカでの年間特許登録件数で も常にベス ト3前 後 をキープしてお

り,2001年 は1877件 の特許登録件数であった.特 許ロイヤリティ収入 は年間200億 円以上,

知的財産関係のスタッフも400人 を数え,現 場 と一体化 した特許戦略をとるために拠点事業所

ごとにスタッフを配置 している.

表10に 示す ように,キ ャノンは連続2年 間,日 経優良企業 ランキング トップ10に 入 り,キ ャ

ノンの上記のような知的財産経営は成功 しているともいえるだろう.

表10過 去2年 間の 「日経優良企業ランキング」
トップ10

4.事 例の整理

第2節 にあげた海爾 とキャノンの事例を通 して,以 下のように整理 したい.

4.1特 許の調査

まず,両 社 とも徹底的な特許調査 により,先 行技術の全貌を把握する.し かし,両 社の調査

動機 には異なるところがある.キ ャノンはいかに先行技術を迂回,あ るいは代替技術の開発に

力 を注 ぐことに対 し,海 爾は先行技術を自社技術開発に参考にす ることを中心としている.そ

れは,両 社の技術開発での蓄積の差がひとつの要因であると考えられる.



4.2出 願 の戦略

両社とも電子機械産業であるため,技 術的には独立性が低い.そ のため,多 数の周辺特許を

抑えることにより,他 社 とクロスライセ ンスを締結するとい う基本方針は一致しているが,具

体的にはそれぞれの異なるところを示 している.

キャノンの場合は研究段階では基本特許 を出願 し,技 術育成段階では応用特許を出願し,さ

らに技術を事業化する段階では製品に適用できる特許を出願する.ま た,事 業に先行 した強い

特許網を形成し,他 社による迂回出願を回避するとともに,ク ロスライセンスのため,多 数の

周辺特許 も出願 している.

海爾の場合は消費者のニーズを調査 し,技 術 開発 と特許出願がともに進み,製 品を市場に投

入するとともに,特 許出願の手続 きを済ませ ることが特徴的である.ま た,基 本特許の出願に

より深い技術蓄積が必要であるため,基 本的には応用特許や製品に適用できる特許への出願が

多 く見 られる.

4.3権 利行使

両社 とも技術供与が主な権利行使方法であると思われるが,生 産地 と消費地によりそれぞれ

最適な戦略をとるという傾向がある.生 産地では主に開発 と生産を重視 し,消 費地では意図的

に権利の取得 を重視する.基 本的に現場の技術 レベルにより,技 術独 占あるいは技術供与の方

針が決め られると思われる.

また,模 倣品への取締 りについては,キ ャノンは駐在要員による一般的な知財保護を進めて

いるが,海 爾は,こ れまでの経験から,ブ ラン ド保護に関する防衛的登録や,消 費者 と政府を

参加 させる侵害監視システムなどによる模倣防止活動 を行っている.そ れは,中 国での模倣品

問題が深刻であることがひとつの要因 と考えられる.

4.4組 織 の戦略

両社 とも中央主権 と分散処理のような組織構成を有する.

キャノンの場合は,知 的財産本部のほか,各 研究開発センターに知財要員が配置されてお り,

研究開発の最初段階から直接参与するような組織構造 を形成 している.グ ローバルな一元化戦

略や,手 続 き部門 と戦略部門の有機的な連携 など,知 財マインドは全社に貫通している.

海爾は知的財産室を設立 し,独 自な特許出願システムを作 り出している.ま た知的財産担当

も研究開発の段階か ら,技 術 ・製品開発の全過程に参与 している.中 央主権型と分散型が組織

の中に混在 している



4.5経 営戦略 と特許戦略の融合

経営戦略の場合は,キ ャノンも海爾 も経営戦略 と特許戦略の融合の姿勢を示している.

キャノンの場合は 「経営戦略 と特許戦略の一体化」の経営方針 を採 り,海 爾の場合は市場調

査,製 品 ・技術開発,特 許出願を一体化 したいわゆる 「三位一体」の経営方針を採っている.

以上の比較により,同 じ電子機械産業であるキャノンと海爾の特許戦略には共通点を有する

とともに,実 際の経営活動には異なる戦略 をとっている.そ の中に,キ ャノンの独創の技術に

よる防衛的な特許戦略に対 し,海 爾は従来技術 を積極的に利用,い わゆる巨人の肩に立つ戦略

をとっていることは,根 本的な差異であると思われる.

5.結 論

中国企業は外国企業(日 本企業)の 間に技術蓄積での格差が大 きいため,本 稿では中国企業

と外国企業の特許戦略が異なると仮説をした.

その仮説を実証するために,製 品のライフサイクルと技術特 性を軸に類型化されたセルの中

に,同 じセル(電 気機械産業)に 位置する海爾とキャノンの特許戦略を比較 した.そ の結果,

両社 は同じセルに位置するが,そ れぞれ異なる特許戦略を採択 していることを実証できた.

その内容をまとめてみると,次 のようになる.

まず,両 社 とも特許戦略を経営戦略の中で重要テーマとして位置付けていることがあげ られ

る.

しか し,海 爾の場合は,技 術の蓄積が浅いため,市 場への新規参入が難 しい.し たがって,

選択 した手法は,従 来の他社技術 を参考 しながら,広 範にわたる周辺特許の出願により,市 場

への新規参入 を行い,自 社の事業活動の 自由度を広げ,市 場での競争力を構築していく戦略で

ある.そ れは現在の中国企業の代表となる特許戦略であると考えられる.

一方,キ ャノンの場合 は,長 い技術蓄積が存在 しているため,事 業の自由度が高いと思われ

る.新 規事業に参入する際 従来技術 と異なる発想を実現 してい く可能性が高い.そ して,開

発 した技術に関する基本特許を出願することにより,事 業を独占することができる.従 って,

キャノンの特許戦略は,独 創的な技術による強固な特許網の形成 に注力することが特徴的であ

る.そ れは,現 在の 日本企業を代表する特許戦略である考えられる.

この結果を用い,以 下のことに結びつ くと考えられる.

先行研究による特許戦略の類型化 は,そ の製品群の基本的な同レベルの技術蓄積を有するこ

とを前提 としている.技 術蓄積の差が大 きい場合,そ の類型化の適合性が低下すると思われる.

また,技 術蓄積の多い企業が,出 願する際 基本特許の出願に絞る傾向があ り,ま た権利行



使では技術独 占に走る傾向がある.一 方,技 術蓄積が少ない企業は周辺特許を出願する傾向が

あ り,他 社 との技術連携や技術供与に進む傾向がある.本 稿においては,技 術蓄積による組織

上の差異について言及 しなかったが,今 後の課題の一つとしたい.

このように,今 後 企業の特許戦略の研究において,企 業における技術蓄積 は無視 してはな

らない要素であるという示唆 も得たと考えられる.

注

1)2005年 現在,ほ とん どの国で は,発 明 に20

年間,実 用新 案 と意匠設計にそれぞれ10年 間

の独 占権 を与える.

2)特 許法第2条 に規定 される発明,す なわち,

自然法則 を利用 した技術的思想の創作 のうち高

度の ものを保護の対象 とする.し たがって,金

融保険制度 ・課税方法な どの人為的な取 り決め

や計算方法 ・暗号 など自然法則の利用が ない も

のは保護 の対象 とならない.ま た,技 術 的思想

の創作 のため,発 見その ものは保護の対象 とは

ならない.さ らに,こ の創作 は,高 度のもので

ある必要があ り,技 術水準の低い創作 は保護 さ

れない.

実用新案法第2条,第3条 に規定 される考案,

すなわち,自 然法則 を利用 した技術 的思想の創

作であ り,物 品の形状,構 造又 は組合せ に係 る

ものを保護の対 象 とする.し たが って,物 品の

形状等 に関する ものであるため,方 法に関す る

ものは対象ではない.ま た,特 許法の保護対象

とは異 なり,技 術的思想 の創作の うち高度の も

のであることを必要 としない.

意 匠法第2条 に規定 される意匠,す なわち,

物品(物 品の部分 を含む)の 形状,模 様若 しく

は色彩又はこれらの結合 であ って視覚 を通 じて

美感 を起 こさせ るものを保護の対象 とす る.し

たが って,物 品とは一体不可分の関係 にあ り,

また,物 品の外観 に現れない ような構造 的機能

は保護の対象 とならない.

3)主 に,1985年,日 本 国内優先 制度の 導入.

1987年,改 善多項制の導入.1993年,補 正範囲

の適切化,実 用新案法において無審査登録主義

の導入.1995年,WTO,TRPIs協 定の施行.

を指す

4)田 中悟 ・岡村誠 ・新海哲哉[14]参 照.

5)絹 川真哉[3]参 照.

6)三 性検索の 「三性」 とは,特 許の成立要件で

ある新規性,進 歩性,産 業上の利用性.

7)丸 島儀一[28]参 照.
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